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(57)【要約】
【課題】経済的な断面の多連円弧状トンネルを形成でき
、かつ、トンネルと接合躯体の接続強度の高い多連円弧
状トンネルの接続構造および施工方法を提供する。
【解決手段】併設するトンネル１，２と、双方のトンネ
ル１，２を繋ぐ接合躯体３，４と、からなる少なくとも
３連以上の多連円弧状トンネル１０において、トンネル
と接合躯体の接続構造であって、トンネル１，２を構成
する鋼製セグメントである鋼殻Ｓ，…の一部と鉄筋コン
クリート造の接合躯体３，４とが、該接合躯体３，４の
円弧に沿う鋼製の接合ピース５，５を介して接続される
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　併設するトンネルと、双方のトンネルを繋ぐ接合躯体と、からなる少なくとも３連以上
の多連円弧状トンネルにおいて、トンネルと接合躯体の接続構造であって、
　トンネルを構成する鋼製セグメントである鋼殻の一部と鉄筋コンクリート造の接合躯体
とが、該接合躯体の円弧に沿う鋼製の接合ピースを介して接続されていることを特徴とす
る、多連円弧状トンネルの接続構造。
【請求項２】
　前記接合ピースは、鉛直方向に立設したウェブと該ウェブの上端から突出するフランジ
とからなる断面逆Ｌ型の２つの鋼材がウェブ同士を対向させた姿勢で配設されてなるユニ
ット体からなり、鋼材の一端部に固着されたプレートが鋼製セグメントである鋼殻に固着
された継手プレートに接合されており、鋼材の他端部は接合躯体内部に定着されているこ
とを特徴とする、請求項１に記載の多連円弧状トンネルの接続構造。
【請求項３】
　前記接合ピースは、鉛直方向に立設したウェブと該ウェブの上下端から同方向に突出す
る２つのフランジとからなる断面コの字型の２つの鋼材がウェブ同士を対向させた姿勢で
配設されてなるユニット体からなり、鋼材の一端部に固着されたプレートが鋼製セグメン
トである鋼殻に固着された継手プレートに接合されており、鋼材の他端部は接合躯体内部
に定着されていることを特徴とする、請求項１に記載の多連円弧状トンネルの接続構造。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の接続構造を具備する、多連円弧状トンネル。
【請求項５】
　併設するトンネルと、双方のトンネルを繋ぐ接合躯体と、からなる少なくとも３連以上
の多連円弧状トンネルの施工方法であって、
　地中に併設するトンネルを構築する工程と、
　前記トンネルのうち前記接合躯体と接続される箇所の鋼殻に対して、該接合躯体の円弧
に沿う鋼製の接合ピースを接続する工程と、
　前記接合ピースを巻き込みながら鉄筋コンクリート造の接合躯体を構築する工程と、
　一方のトンネルにおける他方のトンネル側の鋼殻を撤去する工程と、を少なくとも具備
する、多連円弧状トンネルの施工方法。
　　
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも３連以上の多連円弧状トンネルにおけるトンネルと接合躯体の接
続構造と多連円弧状トンネルの施工方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　地下道路トンネルの分合流部をはじめとして地中にてトンネルを接合することによって
大断面トンネルを施工する方法として、従来は大規模な開削工法が適用されてきたが、用
地確保、地上交通への影響、工期の長期化とそれに伴なう工費の増大などから、より安全
かつ経済的なトンネル接合方法が切望されており、建設各社が検討／開発を進めている。
【０００３】
　併設する２つのトンネルを接続して大断面トンネルを構築する方法としては、例えば図
１３に示すように多様な施工形態が考えられる。図１３ａは、大小２つの先行トンネルａ
，ｂ双方を内包する大断面のトンネルｃを構築するものであり、円形断面とすることで発
生断面力（例えば曲げモーメント）を極力抑えることができるが、施工が極めて困難であ
ること、このような円形断面では、その上下に存在ないしは計画される他のトンネルとの
干渉の可能性が高くなって実用性に乏しいという問題がある。また、図１３ｂは、その断
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面を楕円形の大断面トンネルｄとすることで発生断面力の抑制と図１３ａの円形断面より
は他のトンネルとの干渉の可能性を低減できる一方で、やはり施工が極めて困難であるこ
とと他のトンネルとの干渉の可能性が依然として残ってしまうという問題がある。
【０００４】
　一方、図１３ｃに示す構造は、双方のトンネルａ，ｂの上下部を水平な接合躯体ｅ１，
ｅ２（切開き部ともいう）にて接続するものであり、上下に存在する他のトンネルとの干
渉の可能性がなくなり、施工の実用性も高い構造である。しかし、接合躯体ｅ１，ｅ２が
水平であることから、それらに生じる発生断面力が極めて大きくなり、構造上不経済な断
面になることは明らかであり、それが大深度地下トンネルの場合にはその不経済性が顕著
になり、工費の高騰や施工困難性が齎される。なお、この図１３ｃの構造を具備する大断
面トンネルの接合構造にかかる技術が特許文献１に開示されている。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－３０９８９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記する問題に鑑みてなされたものであり、大断面トンネルを多連円弧状ト
ンネルとし、先行施工される併設した円形断面トンネル同士を繋ぐ接合躯体を可及的に経
済的な断面とすることのできる多連円弧状トンネルの接続構造および施工方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成すべく、本発明による多連円弧状トンネルの接続構造は、併設するトン
ネルと、双方のトンネルを繋ぐ接合躯体と、からなる少なくとも３連以上の多連円弧状ト
ンネルにおいて、トンネルと接合躯体の接続構造であって、トンネルを構成する鋼製セグ
メントである鋼殻の一部と鉄筋コンクリート造の接合躯体とが、該接合躯体の円弧に沿う
鋼製の接合ピースを介して接続されていることを特徴とするものである。
【０００８】
　多連円弧状トンネルとは、例えば２つの円形トンネルと該トンネル同士を上下の円弧状
の接合躯体にて繋いでなるトンネルのことであり、そのほかにも、間隔を置いて併設する
３つの円形トンネル（例えば第１トンネル、第２トンネル、第３トンネルという）におい
て、第１トンネルと第２トンネル、第２トンネルと第３トンネルをそれぞれ上下の円弧状
の接続部にて繋いでなるトンネルなどを意味している。また、この施工方法は、道路トン
ネルにおける２つ以上のトンネルが接続する区間となる分合流部の拡幅部や、地下鉄路線
と駅舎との接続部、各種地下施設を収容するための広範な地下空間等がその用途である。
ここで、円弧状の接続躯体とは、一つの曲率を有する円弧のほか、多数の曲率が連続して
組み合わされた形状、さらには扁平した楕円形状などの接続躯体を意味している。
【０００９】
　まず、併設する被接続トンネルをシールド工法もしくは推進工法にて例えば２台の掘進
機を使用しながら平行して施工し、もしくは１台の掘進機を使用して順次施工する。この
トンネルは鋼製セグメントである鋼殻や鋼製函体などから構成されており、たとえば鋼殻
には予めパイプルーフ挿通用の挿通孔を設けておき、双方のトンネル間にパイプルーフ用
の鋼管をトンネル長手方向に所定間隔で掛け渡し、このパイプルーフ直下を掘削するとと
もに鉄筋コンクリート造の接合躯体を構築し、トンネルが該接合躯体と通じる部分の鋼殻
を撤去することにより、多連円弧状トンネルが構築される。また、地山強度が十分な場合
は接合躯体の構築に先行して行う掘削は、山岳工法によることもある。接合躯体が円弧状
であることにより、地盤条件によっては図１３ｃに示す形状の大断面トンネルに比して接
合躯体に生じる断面力を４０％程度も低減することができ、さらには、接合躯体の形状（
構造）をよりコンパクトにでき、トンネル内に配設される例えばダクトスペースや標識設
置スペースを十分に確保することもできる。
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【００１０】
　本発明のトンネル鋼殻と接合躯体の接続構造では、接合躯体の円弧に沿う鋼製の接合ピ
ースを介してトンネル鋼殻と接合躯体の双方を接続するものである。具体的には、接合躯
体の有する円弧形状の輪郭を具備する鋼製の接合ピースを用意し、該接合ピースの一端は
トンネル鋼殻にボルト接合ないしは溶接等にて接合し、接合ピースの他端は鉄筋コンクリ
ート造の接合躯体内部に定着させるものである。
【００１１】
　まず、接合躯体が円弧状を呈することでこの接合躯体にはアーチ効果が期待でき、接合
躯体に生じる発生断面力を極力抑えることができるとともに、上下の他のトンネルとの干
渉の可能性も極めて低くすることができる。
【００１２】
　接合躯体の有する円弧形状の輪郭を具備する鋼製の接合ピースを使用することで、応力
を接続部に局所的に集中させることなく、接合躯体からトンネル鋼殻へ応力を分散させる
ことができる。したがって、この接合躯体およびトンネル鋼殻を経済的な断面とすること
ができ、工費を増大させることもない。また、接続部の構造が鋼製の接合ピースと、鉄筋
コンクリートとからなるＳＣ構造もしくはＳＲＣ構造を呈することで、高い接続強度を期
待することができる。
【００１３】
　ここで、上記する接合ピースの一実施の形態として、この接合ピースを、鉛直方向に立
設したウェブと該ウェブの上端から突出するフランジとからなる断面逆Ｌ型の２つの鋼材
がウェブ同士を対向させた姿勢で配設されてなるユニット体から構成し、鋼材の一端部に
固着されたプレートが鋼殻に固着された継手プレートに接合し、鋼材の他端部は接合躯体
内部に定着した形態を適用することができる。
【００１４】
　この実施の形態では、汎用の鋼材を用いながら接合ピースの断面剛性を高めることがで
きる。このユニット体は、双方の鋼材の対向したウェブ同士を接続部材で繋いで一体構造
とすることもできるし、非接続構造であってもよい。このユニット体の下方にはフランジ
が存在しないことで、作業員がその下方からユニット体の端部とトンネル鋼殻側の継手プ
レートとを容易にボルト接合等することが可能となる。なお、接合ピースと継手プレート
との接合部（例えば高力ボルト接合）を接合躯体を構成する鉄筋コンクリートが巻き込ん
だ形態とすることで、接合躯体とトンネル鋼殻との接続強度をより高めることもできる。
【００１５】
　また、接合ピースの他の実施の形態として、この接合ピースを、鉛直方向に立設したウ
ェブと該ウェブの上下端から同方向に突出する２つのフランジとからなる断面コの字型の
２つの鋼材がウェブ同士を対向させた姿勢で配設されてなるユニット体から構成し、鋼材
の一端部に固着されたプレートが鋼殻に固着された継手プレートに接合し、鋼材の他端部
は接合躯体内部に定着した形態を適用することもできる。
【００１６】
　この実施の形態においては、汎用の鋼材を用いて上記形態よりもより大きな断面剛性の
接合ピースを得ることができる。本実施の形態においても、ユニット体を構成する双方の
鋼材のウェブ同士を接続部材で繋いで一体構造とすることもできるし、非接続構造とする
こともできる。また、断面コの字型の鋼材のうち、ユニット体の端部と継手プレートとの
接合部近傍における下部フランジのみを取り除いた構造とすることで、上記形態と同様に
その端部と継手プレートとを容易にボルト接合等することが可能となる。
【００１７】
　また、本発明による多連円弧状トンネルは、上記するトンネル鋼殻と接合躯体の接続構
造を具備することを特徴とするものである。
【００１８】
　接合躯体を鉄筋コンクリート造とすることでトンネル鋼殻と該接合躯体との誤差を容易
に吸収することができる。すなわち、双方が鋼製部材からなる場合には、ボルト孔の位置
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合わせ等に手間が掛かり、施工効率の低下は否めない。また、接合躯体とトンネル鋼殻と
の接続部における発生断面力を可及的に抑制することができるため、接合躯体を経済的な
断面とすることができることに加えて、トンネル自体の断面も経済的な断面とすることが
でき、工費の大幅な削減を図ることが可能となる。
【００１９】
　また、本発明による多連円弧状トンネルの施工方法は、併設するトンネルと、双方のト
ンネルを繋ぐ接合躯体と、からなる少なくとも３連以上の多連円弧状トンネルの施工方法
であって、地中に併設するトンネルを構築する工程と、前記トンネルのうち前記接合躯体
と接続される箇所の鋼殻に対して、該接合躯体の円弧に沿う鋼製の接合ピースを接続する
工程と、前記接合ピースを巻き込みながら鉄筋コンクリート造の接合躯体を構築する工程
と、一方のトンネルにおける他方のトンネル側の鋼殻を撤去する工程と、を少なくとも具
備することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００２０】
　以上の説明から理解できるように、本発明の多連円弧状トンネルの接続構造および施工
方法によれば、トンネル鋼殻と鉄筋コンクリート造の接合躯体とを該接合躯体の有する円
弧形状の輪郭を具備する鋼製の接合ピースにて接続することで、経済的な断面の多連円弧
状トンネルとすることができ、かつ、接合強度の高いトンネルおよび接合躯体の接続構造
を形成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。図１は本発明の３連円弧トンネ
ルの一実施の形態の斜視図であり、図２，３はそれぞれ接合ピースの一実施の形態が鋼製
セグメントであるトンネル鋼殻と接合している状況を示した斜視図である。図４は接合躯
体の内部構造を示した縦断図であり、図５は接合躯体のうち、トンネル鋼殻と接合する部
分の外観斜視図である。図７は本発明の３連円弧トンネルにおける曲げモーメント分布図
であり、図８は従来の大断面トンネルにおける曲げモーメント分布図である。図９～図１
２は順に本発明の施工方法の例を説明した図である。
【００２２】
　図１は、本発明の接続構造を具備する３連円弧トンネルの断面図である。この３連円弧
トンネル１０は、鋼製セグメントである鋼殻Ｓ，…から構成される２つのシールドトンネ
ル１，２が地盤Ｇ内に所定間隔を置いて構築され、このトンネル１，２がそれらの上下を
円弧状の接合躯体３，４にて接続された態様で構成されている。これら２つのトンネル１
，２は、２台のシールド機が平行して、または１台のシールド機が順次掘進しながら地盤
Ｇ内に先行施工される。この３連円弧トンネル１０が地下道の分合流部に適用される場合
には、例えば相対的に大断面のトンネル１が本線地下トンネルであり、小断面のトンネル
２がランプトンネルとなる。
【００２３】
　先行施工されたトンネル１，２の上下周辺の対応箇所には双方のトンネル間に不図示の
パイプルーフがトンネル長手方向に亘って仮設され、パイプルーフを支保工として、パイ
プルーフで囲まれた地盤を掘削するとともに鉄筋コンクリート造の接合躯体３，４を構築
し、さらには接合躯体３，４と通じるに障害となる箇所のトンネル１，２の鋼殻Ｓ，…を
撤去することにより、３連円弧トンネル１０が構築される。地山強度が十分な場合は、接
合躯体３，４の構築に先行して行う掘削は、山岳工法によってもよい。
【００２４】
　図２は、トンネル１，２と接合躯体３との接続部に設けられる鋼製の接合ピース５を示
した図である。この接合ピース５は、鉛直方向に立設したウェブと該ウェブの上端から突
出するフランジとからなる断面逆Ｌ型の２つの鋼材５１，５１がウェブ同士を対向させた
姿勢で配設されてなるユニット体から構成される。鋼材５１，５１の一端には端部プレー
ト５２，５２が固着されており、この端部プレート５２，５２と鋼製セグメントである鋼
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殻Ｓに固着された継手プレートＳ１が不図示のボルト（図４のボルトＢ）にて強固に接合
される。
【００２５】
　この鋼材５１は、図１に示す接合躯体３，４の円弧形状に沿った線形を有しており、接
合躯体３，４を構成する鉄筋コンクリート内に埋設されるようになっている。
【００２６】
　一方、図３は、接合躯体の他の実施の形態を示しており、この接合ピース５Ａは、鉛直
方向に立設したウェブと該ウェブの上下端から同方向に突出する２つのフランジとからな
る断面コの字型の２つの鋼材５１Ａ，５１Ａがウェブ同士を対向させた姿勢で配設されて
なるユニット体から構成され、鋼材５１Ａの一端には継手プレートＳ１とボルト接合（図
４のボルトＢ）される端部プレート５２Ａ，５２Ａが固着されている。
【００２７】
　なお、これらの鋼材５１，５１同士、または鋼材５１Ａ，５１Ａ同士は、ともに不図示
の接続部材にて繋がれて一体に形成されていてもよい。
【００２８】
　図４は、接合躯体３の内部構造を示している。接合躯体３は、双方のトンネル１，２の
鋼殻と直接接合される接合ピース５，５と、この接合躯体３の円弧形状に沿う方向の主鉄
筋Ａ１，…、トンネルの長手方向に延びる配力筋Ａ２，…、およびそれらがコンクリート
にて一体に形成された構造となっており、トンネル１，２との接続部においてはＳＣ構造
ないしはＳＲＣ構造を呈しており、その中央付近ではＲＣ構造を呈した複合的な構造とな
っている。図５は、完成された接合躯体３がトンネル鋼殻Ｓと接合する部分の一部を示し
た斜視図である。
【００２９】
　さらに図６には、３連円弧トンネル１０の内部構造の模式図を示している。２つのシー
ルドトンネル１，２のそれぞれの上下の鋼製セグメントである鋼殻Ｓ，Ｓに対して、接合
ピース５，５が接続され、この接合ピース５，５を巻き込んだ鉄筋コンクリート造の接合
躯体３，４がトンネル１，２をその上下で繋いでいる。図からも明らかなように、円弧状
の接合躯体３，４はトンネル１，２から上下に殆ど突出することがなく、したがって、３
連円弧トンネル１０の上下にある、ないしは計画されている他のトンネルと干渉する可能
性は極めて低い。尤も、接続部をよりトンネル内部側に設定することで接合躯体３，４が
トンネル１，２から突出しない構造とすることができ、この場合には他のトンネルとの干
渉の可能性は完全になくなる。
【００３０】
　この３連円弧トンネル１０に発生する曲げモーメント分布図を図７に示しており、これ
は発明者等が任意の地盤条件にておこなった構造解析の結果によるものである。接合躯体
と双方のトンネルとが剛結合にて繋がっていることで、接合躯体の端部の最大曲げモーメ
ントの値Ｍ１とトンネル端部の最大曲げモーメントの値Ｍ２は同じとなるが、図７からも
明らかなように、全体的に接合躯体に生じる曲げモーメントもトンネルに生じる曲げモー
メントもおよそ同程度のモーメントの値を呈しており、接合躯体のみに過大な曲げモーメ
ントが生じていない。これは、円弧状の接合躯体でトンネル間が繋がれた形状に起因する
ものである。このようにトンネル全体としてほぼ均等な断面力を呈することにより、接合
躯体を過大な断面で構築する必要はなくなる。さらに、この接合躯体とトンネルとが接合
ピースを介して接続されているため、接続部において十分な接続強度を確保することがで
きる。より具体的には、接続部が円弧状で鋼製の接合ピースで構成されることで、接続部
の曲げ剛性およびせん断剛性が高められるとともに、その線形から断面力のスムースな分
散効果を期待することができる。
【００３１】
　一方、図８は、図１３ｃに示す従来の大断面トンネルにおける曲げモーメント分布図を
示している。図からも明らかなように、２つのトンネルを繋ぐ水平な接合躯体において、
トンネルに比べて過大な曲げモーメント分布を呈している。これは接合躯体が水平である
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ことに起因するものである。
【００３２】
　次に、図９～１２に基づいて図１に示す３連円弧トンネル１０の施工方法を説明する。
なお、この３連円弧トンネル１０は道路トンネルの分合流部（拡幅部）に適用される。
【００３３】
　まず、図９に示すように、本線トンネルを構成する相対的に大断面のトンネル１とラン
プトンネルを構成する相対的に小断面のトンネル２を所定間隔をおいて先行施工する。
【００３４】
　次いで、図１０に移り、トンネルの長手方向の所定範囲、すなわちパイプルーフが施工
される地盤領域に薬液を低圧浸透させて止水層８を造成する。双方のトンネル１，２にお
ける対応する鋼製セグメントである鋼殻Ｓ，Ｓの所定位置には不図示の鋼管挿通用の挿通
孔が設けられており、パイプルーフ用鋼管６，７が一方のトンネルの挿通孔を介して地盤
Ｇ内に挿入（押し出）されるとともに他方のトンネルの挿通孔を介して地盤Ｇ内から受け
取られることで双方のトンネル間にパイプルーフが架設される。図１０では、鋼管６が設
置される部位を支保工Ｃで支保しながら、移動台座Ｄ上に載置された押し出し用マシンＭ
にてトンネル２側からトンネル１側に向って湾曲した鋼管６を押し出している状況を示し
ている。なお、下方に設置される鋼管７も同様の施工方法にて双方のトンネル間に仮設さ
れる。この鋼管６，７のより具体的な地盤内挿入方法は、鋼管６，７の先端開口部から不
図示の回転ビットを挿通させ、この回転ビットに連通するノズルを介して高圧水を地盤内
に噴射しながら地盤を穿孔して鋼管６，７を地盤内に挿入していく。
【００３５】
　次いで、図１１に移り、パイプルーフ施工後、トンネル１，２の上下周辺の対応箇所に
接合ピース５，５を取り付け、この接合ピース５，５の周囲に円弧状で鉄筋コンクリート
造の接合躯体３，４を構築する。次いで、トンネル１，２において接合躯体と連通するに
障害となる箇所の鋼殻を撤去し、パイプルーフ６，７およびトンネル１，２で囲まれた領
域の地盤を掘削する。
【００３６】
　図１２は、３連円弧トンネル１０の完成断面図である。最終的に道路床版が構築され、
所定の施設機器が配設されて道路トンネル拡幅部が完成する。
【００３７】
　本発明の多連円弧状トンネルの接続構造、具体的には鋼製セグメントである鋼殻と接合
躯体との接続構造によれば、接合躯体が円弧状を呈していること、接続部がこの円弧状の
鋼製接合ピースで構成されていることにより、接合躯体および鋼殻に生じる発生断面力を
可及的に抑制することができ、経済的な断面を有するトンネルを形成することができると
ともに、高強度の接続構造を得ることができる。
【００３８】
　以上、本発明の実施の形態を図面を用いて詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形
態に限定されるものではなく、掘削方法にパイプルーフではなく山岳工法を適用する等、
本発明の要旨を逸脱しない範囲における設計変更等があっても、それらは本発明に含まれ
るものである。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の３連円弧トンネルの一実施の形態の斜視図である。
【図２】接合ピースの一実施の形態がトンネル鋼殻と接合している状況を示した斜視図で
ある。
【図３】接合ピースの他の実施の形態がトンネル鋼殻と接合している状況を示した斜視図
である。
【図４】接合躯体の内部構造を示した縦断図である。
【図５】接合躯体のうち、トンネル鋼殻と接続する部分の外観斜視図である。
【図６】図１の３連円弧トンネルの構造を模式的に示した図である。
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【図７】本発明の３連円弧トンネルにおける曲げモーメント分布図である。
【図８】図１３ｃに示す従来の大断面トンネルにおける曲げモーメント分布図である。
【図９】本発明の施工方法を説明した図である。
【図１０】図９に続いて本発明の施工方法を説明した図である。
【図１１】図１０に続いて本発明の施工方法を説明した図である。
【図１２】図１１に続いて本発明の施工方法を説明した図である。
【図１３】（ａ），（ｂ），（ｃ）ともに従来の大断面トンネルの断面図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１，２…トンネル、３，４…接合躯体、５，５Ａ…接合ピース、５１，５１Ａ…鋼材、
６，７…パイプルーフ用鋼管、８…地盤改良層、１０…３連円弧トンネル、Ｓ…鋼製セグ
メント（鋼殻）、Ｓ１…継手プレート、Ａ１…接合躯体主鉄筋、Ａ２…接合躯体配力筋、
Ｂ…ボルト、Ｇ…地盤

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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